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１． 地域グリーンニューディール基金の執行状況 

１）地域グリーンニューディール基金事業の概要 

環境省は平成 21 年度より「地域グリーンニューディール基金（地域環境保全対策費等補

助金）事業（地域 GND 基金事業）」を実施してきた。その趣旨は以下に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金事業は、補助金により都道府県等において造成された基金を活用して都道府県等が行

う事業である。 

海岸漂着物に関しては、「海岸漂着物地域対策推進事業」として補助の対象を以下のように

示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象事業の内容は、次のように定められている。 

 

《海岸漂着物の回収・処理及び発生抑制対策等に関する事業》 

① 都道府県が自ら実施する事業であって、都道府県、市町村、地域の関係者等により構成さ

れる協議会の運営、地域計画の策定及び地域計画の策定に必要な調査等、海岸漂着物等の

対策の推進を図るための事業。 

② 都道府県が自ら、若しくは市町村への補助により実施する事業であって、海岸管理者等と

して実施する海岸漂着物等の回収・処理に関する事業（民間団体等と協力・連携して実施

する事業を含む。）、海岸漂着物等の回収・処理に係る調査研究。 

③ 都道府県が自ら、若しくは市町村への補助により実施する事業であって、海岸漂着物等の

発生の抑制に係る普及・啓発、海岸漂着物等の発生原因・抑制等に係る調査、発生抑制の

ための関係者間の連携・交流等、海岸漂着物等の発生抑制対策に関する事業。 

 

 

「地域グリーンニューディール基金（地域環境保全対策費等補助金）事業」 

地域環境保全対策費補助金及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（以下「補助金」

という。）を都道府県又は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第１項

の指定都市（以下「都道府県等」という。）に交付して基金を造成し、この基金を活用す

ることにより、地域の実情に応じて、地球温暖化問題等の喫緊の環境問題を解決するため

に必要な事業（以下「基金事業」という。）を実施し、当面の雇用創出と中長期的に持続

可能な地域経済社会の構築につなげることを目的とする。 

「海岸漂着物地域対策推進事業」 

海岸漂着物の集積が著しく、海岸における良好な景観及び環境の保全に深刻な影響を及ぼ

している地域等、海岸漂着物対策を重点的に推進する区域において、海岸漂着物対策を総

合的かつ効果的に推進するための地域計画の策定に関する事業、地域計画に盛り込まれ

る、又は今後盛り込まれることが想定される海岸漂着物の回収・処理及び発生抑制対策等

に関する事業に対して補助金が交付される。 
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２）基金充当額 

平成 21～23 年度の基金充当額は、図 2-1 に示すとおりである。 

 3 年間の充当総額は 59 億 7, 739 万円であり、平成 21 年度の執行済額は 2 億 2,756

万円（3.8％）、平成 22 年度の執行予定額は 29 億 6,676 万円（49.6％）、平成 23 年

度の執行予定額は 27 億 8,307 万円（46.6％）となっている。 

 3年間の充当総額における各事業の構成比は、回収・処理分が総額 50億 643万円で、

全体の 83.8％を占め、地域計画分は 5 億 3,936 万円で 9.0％、発生抑制対策分は 3

億 4,965 万円で 5.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 平成 21～23 年度の充当額の状況 

平平成成２２１１年年度度  
《《22 億億 22,,775566 万万円円》》  

（（33..88％％））  

平平成成２２２２年年度度  
《《2299 億億 66,,667766 万万円円》》  

（（4499..66％％））  

平平成成２２３３年年度度  
《《2277億億 88,,330077万万円円》》  

（（4466..66％％））  

平成２１～２３年度 
充当総額 

《59 億 7,739 万円》 
(100.0％) 

 

平成２１～２３年度 
充当総額 

《59 億 7,739 万円》 
(100.0％) 

 

回回収収・・処処理理分分  
《《5500 億億 664433 万万円円》》  

（（8833..88％％））  

地地域域計計画画分分  
《《55 億億 33,,993366 万万円円》》  

（（99..00％％））  

発発生生抑抑制制対対策策分分  
《《33 億億 44,,996655 万万円円》》  

（（55..88％％））  

そそのの他他  
《《88,,119955 万万円円》》  
（（11..44％％））  
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３）これまでの進捗状況と平成 22 年度の事業予定 

平成 21 年度に実施した海岸漂着物地域対策推進事業状況は、図 3-1 に示すとおりである。 

 執行済の総額 2 億 2,756 万円のうち、地域計画策定分は 29 道府県で 6,738 万円

（29.6％）、回収・処理分は 34 都道府県で 1 億 5,442 万円（67.9％）、発生抑制対策

分は 16 県で 576 万円（2.5％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 平成 21 年度の執行済額の内訳 

 

平成 22 年度に実施予定の海岸漂着物地域対策推進事業は、図 3-2 に示すとおりである。 

 執行予定額の総額 29 億 6,676 万円のうち、地域計画策定分は 29 道府県で 3 億 2,556

万円（11.0％）、回収・処理分は 34 都道府県で 25 億 1,772 万円（84.9％）、発生抑

制対策分は 16 県で 1 億 1,909 万円（4.0％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 平成 22 年度の事業予定 

 

《発生抑制対策》 

《回収・処理》 《地域計画策定》 

回収・処理 

1 億 5,442 万円 

執行済額 

2 億 2,756 万円 

地域計画策定 

6,738 万円 
発生・抑制対策 

576 万円 

《平成２２年度執行予定額の内訳》 

回収・処理 
25 億 1,772 万円 

（84.9％） 

執行予定額 
29 億 6,676 万円 
（100.0％） 

地域計画策定 
3 億 2,556 万円 
（11.0％） 

発生・抑制対策 
1 億 1,909 万円 

（4.0％） 

その他 
439 万円 
（0.1％） 

注：白地図上の黒い地域は、GND 基金が不給であることを示す。 
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４）事業実施上の課題（財政上の措置に関する要望を含む） 

平成 21 年 11 月に実施された第 2 回海岸漂着物対策専門家会議では、「海岸漂着物対策の

課題と法律等による措置」が示されている。 

本資料では表 4-1 に示す事項を事業の課題として整理している。 

 

表 4-1 海岸漂着物対策の課題（第 2 回海岸漂着物対策専門家会議） 

項  目 課  題 

海岸漂着物等の

処理 

○予算面も含めた、海岸漂着物の処理に係る体制。 

○離島等の処理困難な地域（不十分な処理施設の整備、アクセス困難による回収難）。 

発生抑制 ○発生源について未解明。 

 →効果的な対策を講ずるため発生原因や発生状況の実態把握が必要。 

○海岸漂着物が山・川・海の水の流れを通じて海域に流入。 

 ①発生抑制については個々の国民が自覚を高め、モラル向上を図ることが必要。 

 ②陸域で発生し河川を経由して流入するごみへの対策。 

 ③生活系ごみが多く含まれるとの指摘。事業者によるごみも散見。 

○ 漂流中のごみの回収は漂着物の発生抑制に資するとの一面も。 

外国由来のごみ ○地域差はあるが、外国由来の海岸漂着物が相当程度存在する。 

○一方で、我が国から周辺国の海岸へ漂着するものもある。 

対策の推進体制 ○多くの関係者がそれぞれの立場で努力しているが、それでもなお処理できない質及

び量の海岸漂着物が継続して押し寄せ。また、地域によって発生実態、被害状況、

取組意欲に違いも。 

 ①処理・発生抑制を施策の両輪とし、計画的に継続して取組むことが必要。 

 ②多様な主体が連携して取り組む場の必要性。 

 ③民間団体等が地域におけるコーディネータとして重要な役割。 

○行政における海岸漂着物対策の推進体制。 

 

今回行った地域 GND 基金運用後に実施された都道府県へのアンケートでは表 4-2 及び図

4-1 に示す課題が示された。本表では、自由記述である回答を表 4-1 の項目に沿って分類・

整理して示した。 

 

○海岸漂着物の処理に関しては、全ての自治体が共通して、平成 21～23 年度の地域 GND

基金事業終了後の財政措置を課題として提示している（表 4-2 参照）。また、海岸漂着物の

処理主体の明確化が求められている。 

○発生抑制に関しては、発生源解明のための調査や漂着メカニズムの解明が課題となってい

るほか、国民各自のモラル向上に資する国の施策・啓発の必要性、河川上流及び河口部に

おける対策の明確化が求められている。さらに漂着ごみだけでなく、漂流ごみや海底ごみ

に対する対策も課題として提示されている。 

○外国由来のごみに関しては、海外からの漂着状況調査の必要性が挙げられたほか、関係国

に対する対策推進や医療廃棄物・廃ポリタンク等の適正処理の要請、関係国との情報交換

が必要とされている。 

○対策の推進体制に関しては、船舶等を用いた漂着前の漂流ごみの回収の実施、回収の更な

る効率化及び事務負担等の軽減の検討が提示されているほか、回収・処理活動に必要不可

欠な多様な主体の連携では、事業費に関する懸念とともに、ボランティア等への支援など

を含めた弾力的な財政措置が求められている。 

○その他に関しては、国からの情報提供・関係者間の情報交換の必要性、先進的な取組事例

の紹介等の要望、重点区域に指定する際の数値的指針、目安の必要性が求められている。 
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表 4-2 都道府県が提示した海岸漂着物対策の課題 

項  目 都道府県が提示した課題 

海岸漂着

物等の処

理 

予算面 ○平成 21～23 年度の地域 GND 基金事業終了後の財政措置。 

○地域 GND 基金充当は、海岸管理者からの委託実施しか認められず、

県レベルでは活用しづらい。 

○ボランティアへの支援などを含めた弾力的な運用。 

処理体制 ○処理主体について、法制度の中で明確化。 

処理困難 ○漂流・漂着ごみに係る補助事業の採択基準の緩和。 

 ・災害等廃棄物処理事業費補助金（環境省）。 

 ・災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業費（国交省）。 

○回収困難箇所での回収作業方法、塩分を含む漂着ごみの処理方法等の

技術面の支援。 

発生抑制 発生源未解明 ○海外からの漂着状況調査。 

○都道府県から他都道府県への漂着状況調査。 

○河川ごみからの漂着状況。 

○漂着メカニズムの解明等のための全国的なモニタリングの継続的実

施。 

モラル向上 ○国民的な取組となるような施策。 

○漂着ごみ問題に関する国の啓発。 

陸域ごみ対策 ○河口部の漂着ごみを海岸漂着物として除去対象物とすべき。 

○河川上流の内陸県における対策手法等の明確化。 

生活系・事業系ごみ － 

漂流ごみ ○海岸漂着物処理推進法における対象を漂着物だけでなく漂流物も対

象化。 

○漂流ごみ、海底ごみを対象とした効果的な対策。 

外国由来

のごみ 

外国由来 ○海外からの漂着状況調査。 

○関係国に対する対策推進の要請。 

○近隣諸国に対する医療廃棄物や廃ポリタンク等の適正処理の要請や

情報交換。 

我が国から周辺国へ流出 － 

対策の推

進体制 

処理不能な質・量 ○漂着ごみが特に多い海岸における船舶やその他の手法による漂流ご

みの回収の実施、回収の更なる効率化、事務負担等の軽減を調査検討。 

地域に

よる違

い 

計画的に継続 ○財源が明確化されないと具体的な計画を作成することは困難。 

多様な主体の連

携 

○民間との協働は、事業費増となるため取り組み難い。 

○海岸管理者等の委託事務やボランティア等との調整事務等の簡素化、

ボランティアの作業負担の軽減対策。 

民間団体等がコ

ーディネータ 

－ 

行政における推進体制 ○海岸管理者の責務の具体的方向性の提示及びそれに見合う財政措置。 

その他 ○情報提供・交換等。 

○先進的な取組事例の紹介等、関係機関への支援。 

○重点区域に指定する際の数値的指針、目安の提示。 
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図 4-1 都道府県が示した海岸漂着物対策の課題の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海岸漂着物等の処理 
（38 件、62.3％） 

（うち財政措置が 34 件） 

対策の推進体制 
（5 件、8.2％） 

外国由来のごみ 
（4 件、6.6％） 

発生抑制 
（9 件、14.7％） 

その他 
（5 件、8.2％） 

課題総数 
（61 件） 
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５）国からの財政措置に係る関係者からの改善点の提案 

国からの財政措置に係る関係者からの改善点を、都道府県へのアンケートから整理して表

5-1 に示した。 

 NPO 法人やボランティア団体等との協働・連携に係る支援の充実、地域 GND 基金

の交付範囲の明確化、上流地域における湖沼等の清掃活動に係る財政支援、補助要

件の緩和、漂流ごみの処理費用に対する補助制度の創設など、地域の実情に応じた

改善点が提案されている。 

 

表 5-1 国の財政措置に係る改善点の提案 

改善点の提案 キーワード 

◆地域 GND 基金の交付範囲を至急明確にすべき。（民地・海岸保全区域・一

般公共海岸・他の法令の規定により管理を行う区域） 

◆台風等の災害時で緊急性を要する状況に対し、市町村等が即時に対応が可

能となる基金の運用等の支援策を行うべき。 

◆財政上の措置は、地域の実態に即した事業内容や対象経費を制度化すべき。 

◆発生源が不明な海岸漂着物については、任意の関係機関の連携・役割分担

による処理や発生抑制対策だけでは限界があることから、その費用の負担

のあり方については、さらに法制度の中で明確化すべき。 

◆本県での海岸漂着物の回収・処理は、適切な役割分担のもと、地元市町村

やボランティアと連携・協力し実施していることから、県（海岸管理者）

が海岸漂着物の回収・処理を主体的に行う市町村に対して、GND 基金を活

用した補助が実施できるよう、GND 基金の制度を改正すべき。 

◆河川等流れ込む流木や、葦、藻等の自然物（草木類：非魚類）の処理費用

について、GND 基金事業の対象となるように補助対象を緩和すべき。 

GND基金の交付

範囲 

◆NPO 法人やボランティア団体等との協働・連携が不可欠であることから、

これらの団体等の活動支援の充実を図るべき。 

◆法律に規定する海岸漂着物対策全般を対象とした財政支援措置を早期創設

すべき。特に民間団体が行う回収処理、発生抑制の活動に対する財政支援

措置を行うべき。 

民間団体支援 

◆当法律では、発生抑制対策についても定めていることから、上流地域にお

ける湖沼等の清掃活動についても、国としての財政支援を行うべき。 
発生抑制 

◆漂着ごみの処理に係る国庫補助制度について、補助要件を緩和するととも

に、補助率を拡大すべき。 
処理の補助制度 

◆漂流物及び海底ごみへの財政措置を行うべき。 

◆漂流ごみの処理費用に対する補助制度を創設すべき。 

  ①水難救護法における漂流物（≒漂流ごみ）の市町村処理費用への助成

を行うべき。 

  ②関係機関が市町村へ引き渡す漂流物について、漂流物の内容物等の特

定及び評価を行って引き渡すべき。 

  ③市町村が実施する漂流ごみの回収処理費用へ財政支援（漂着ごみの発

生抑制）すべき。 

◆海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 41 条の 2 により、県・市町

村防除措置等の要請を行う場合に助成を行うべき。（漂流物のほとんどは、

所有者が不明であり、同法第 41 条の 3 による管理者等への費用負担請求は

難しい） 

漂流・海底ごみ 
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６）事業による海岸漂着物の回収・処理量（16 県(H21)・19 県(H22)） 

（1）年度別の海岸漂着物回収量（平成 22 年 9 月末時点） 

平成 21～22 年度（9 月末時点）の海岸漂着物の回収量は、図 6-1 に示すとおりである。 

 回収量（t）は、平成 21 年度が 3,203ｔ、平成 22 年度(9 月末時点)が 6,202ｔであっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 年度別の海岸漂着物回収量 

 

※福井県及び高知県においては、台風及び豪雤災害等によって海岸への大量漂着が発生した

地域を含む地域で回収・処理事業を行ったため、回収量の値が大きくなっている。 
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景観上 
（385 件、31.8％） 

回収理由総数 
（1,209 件） 

環境影響 
（146 件、12.1％） 

観光地 
（156 件、12.9％） 海水浴場 

（296 件、24.5％） 

その他 
（64 件、5.3％） 

危険 
（65 件、5.4％） 

漂着物調査 
（51 件、4.2％） 

漁業影響 
（46 件、3.8％） 

（2）回収物の内訳 

平成 21～22 年度の回収物の内訳は、図 6-2 に示すとおりである。 

 平成 21～22 年度を通じて、もっとも回収個数が多かった漂着物は、流木・木材で

あり、このうちの大半が流木である。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-2 回収物の内訳 

（3）回収理由 

平成 21～22 年度の海岸漂着物の回収理由は、図 6-3 に示すとおりである。 

 最も多かった回収理由は、景観上の配慮であり、385 件に達した。次いで多いのが

海水浴場で 296 件、観光地 156 件、環境影響 146 件となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-3 海岸漂着物の回収理由 

流木・木材 
（30件、18.9％） 

プラスチック類 
（28件、17.6％） 

その他 

（26件、16.4％） 
木くず・葦・海藻 
（14 件、8.8％） 

不燃物 
（13 件、8.2％） 

可燃物 
（11 件、6.9％） 

発泡スチロール類 
（7 件、4.4％） 

ガラス・ビン類 
（7 件、4.4％） 

金属類 
（6 件、3.8％） 

漁網・漁具 
（6 件、3.8％） 

缶 
（11 件、6.9％） 

回収有り総数※ 

（159 件） 

※各地で行われた各事業を 1 件として
集計している。 


